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会長声明 

 

 

公益社団法人日本パワーリフティング協会（ＪＰＡ）は、令和元年５月１１日に、阿

南喜裕氏に対し、選手・審判資格停止２年間の処分を行いました。 

これに対し、阿南氏より各処分の効力を仮に停止する仮処分申請が神戸地方裁判所姫

路支部に提訴され、令和元年１２月３日に、同支部は「処分を本案判決確定まで仮に停

止する」との決定を下しました。 

 ＪＰＡは、同決定を受けて理事会を開催し、裁判所の決定の趣旨を尊重し、仮処分決

定に対する異議申し立てを行わないことと、自主的に処分を撤回して阿南喜裕氏の各資

格を回復することを決定しました。 

 ＪＰＡは、今回の処分が軽率であったことを反省し、選手、審判、会員、関係者の競

技環境の整備を第一課題として取り組み、常識と条理に基づいた協会運営を図っていく

ことを関係各位にお誓い申し上げます。 

以 上  


